
平
成
三
年
十
二
月
二
十
七
日
受
領 

答

弁

第

五

号 

   
衆
議
院
議
員
渋
谷
修
君
提
出
「
不
動
産
業
向
け
貸
出
し
の
総
量
規
制
の
解
除
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
二
第
五
号 

平
成
三
年
十
二
月
二
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 
内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
渋
谷
修
君
提
出
「
不
動
産
業
向
け
貸
出
し
の
総
量
規
制
の
解
除
」
に
関
す
る
質
問
に
対 

す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

大
都
市
圏
を
中
心
に
地
価
の
水
準
は
依
然
高
水
準
に
あ
り
、
現
状
に
お
い
て
は
御
指
摘
の
地
価
水
準
は
実
現 

 

さ
れ
た
も
の
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。 

適
正
な
地
価
水
準
の
実
現
等
の
土
地
政
策
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
今
後
と
も
、
総
合
的
な
土
地
対
策
の 

 

推
進
に
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

不
動
産
業
向
け
貸
出
し
に
係
る
い
わ
ゆ
る
総
量
規
制
（
以
下
「
総
量
規
制
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
年
四
月
、

地
価
の
動
向
等
に
か
ん
が
み
、
非
常
緊
急
の
措
置
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 



な
お
、
総
合
土
地
政
策
推
進
要
綱
（
平
成
三
年
一
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
「
金
融
経
済
情
勢 

等
を
総
合
的
に
勘
案
し
つ
つ
、
当
面
、
不
動
産
業
向
け
貸
出
し
の
総
量
規
制
を
継
続
し
て
実
施
す
る
。
」
と
さ
れ 

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
総
量
規
制
は
、
非
常
緊
急
の
措
置
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
所
期 

 

の
目
的
は
お
お
む
ね
達
成
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。 

以
後
、
金
融
機
関
の
不
動
産
業
向
け
貸
出
し
の
伸
び
は
大
幅
に
低
下
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
効
果
は
着
実
に 

 

浸
透
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
各
種
の
土
地
対
策
が
推
進
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
先
日
、
国
土
庁
が
取
り
ま
と 

 

め
た
最
近
の
地
価
動
向
に
よ
れ
ば
、
大
都
市
圏
に
お
け
る
地
価
の
下
落
傾
向
は
強
ま
り
つ
つ
あ
り
、
ま
た
地
方 

 

圏
に
お
い
て
も
、
沈
静
化
し
て
い
る
地
域
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
非
常
緊
急
の
措
置
で
あ
る
総
量
規
制
を
解
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
し 

 
 

た
。 今

後
に
お
い
て
は
、
都
市
計
画
・
国
土
計
画
等
の
よ
り
構
造
的
か
つ
総
合
的
な
土
地
対
策
を
強
力
に
推
進
し 

 

四 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

金
融
機
関
の
融
資
は
、
本
来
個
別
金
融
機
関
の
自
主
的
な
経
営
判
断
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ 

 

る
が
、
業
務
の
公
共
性
に
照
ら
し
、
融
資
の
実
行
に
当
た
っ
て
は
、
い
や
し
く
も
社
会
的
批
判
を
招
く
よ
う
な 

 

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
金
融
機
関
の
土
地
関
連
融
資
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適 

 

投
機
的
な
土
地
取
引
等
を
抑
制
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
も
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九 

 

十
二
号
）
の
監
視
区
域
制
度
の
創
設
及
び
そ
の
的
確
な
運
用
、
土
地
譲
渡
益
に
係
る
超
短
期
重
課
制
度
等
の
土 

 

地
税
制
の
活
用
、
土
地
関
連
融
資
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
各
般
の
措
置
等
の
施
策
を
実
施
し
て
き
て
い
る 

 
 

が
、
今
後
と
も
、
金
融
機
関
に
対
し
て
投
機
的
な
土
地
取
引
等
に
係
る
融
資
を
厳
に
排
除
す
る
よ
う
引
き
続
き 

 

指
導
す
る
な
ど
、
各
般
の
施
策
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

五 

 



具
体
的
に
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
以
降
累
次
に
わ
た
る
通
達
を
発
出
し
、
投
機
的
な
土
地
取
引
等
に
係
る 

 

融
資
を
厳
に
排
除
す
る
よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
、
昭
和
六
十
二
年
七
月
か
ら
土
地
関
連
融
資
に
係
る
特
別
ヒ 

 

ア
リ
ン
グ
を
開
始
し
た
。
政
策
の
発
動
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
の
地
価
水
準
を
目
安
と
す
る
こ
と
な
く
、
機
動 

 

的
に
対
処
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ち
な
み
に
、
昭
和
六
十
二
年
の
都
道
府
県
地
価
調
査
結
果
に
よ
れ 

 
 

ば
、
同
年
七
月
一
日
時
点
に
お
け
る
住
宅
地
の
全
国
平
均
の
地
価
上
昇
率
は
、
前
年
比
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で 

 

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
平
成
二
年
四
月
に
総
量
規
制
を
導
入
し
た
が
、
直
前
の
平
成
二
年
地
価
公
示
結
果
に
よ
れ 

 

正
化
を
図
る
た
め
、
従
来
か
ら
通
達
の
発
出
等
を
通
じ
厳
正
に
指
導
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
指
導
は
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
、
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年 

法
律
第
百
八
十
七
号
）
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
等
に
お
い
て
金
融
機
関
の
業 

務
の
公
共
性
が
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
大
蔵
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
お
い
て 

銀
行
等
金
融
機
関
の
監
督
が
大
蔵
省
の
所
掌
事
務
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

六 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

ば
、
同
年
一
月
一
日
時
点
に
お
け
る
住
宅
地
の
全
国
平
均
の
地
価
上
昇
率
は
、
前
年
比
十
七
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト 

 

で
あ
っ
た
。 

特
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
始
時
（
昭
和
六
十
二
年
七
月
）
以
降
の
全
国
銀
行
の
不
動
産
業
向
け
貸
出
残
高
と
地
価
動 

向
の
推
移
は
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

今
後
に
お
い
て
は
、
総
量
規
制
に
つ
い
て
、
時
機
を
逸
す
る
こ
と
な
く
こ
れ
が
効
果
的
に
発
動
さ
れ
る
仕
組 

 

み
、
い
わ
ゆ
る
ト
リ
ガ
ー(

引
き
金)

方
式
（
以
下
「
ト
リ
ガ
ー
方
式
」
と
い
う
。
）
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

こ
れ
ま
で
総
量
規
制
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
数
字
の
み
を
目
安
と
す
る
こ
と
な
く
、
地
価
動
向
、
金
融
機 

 
 

関
の
融
資
動
向
、
金
融
経
済
情
勢
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
つ
つ
、
適
時
適
切
に
対
処
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

七 

 



八
に
つ
い
て 

な
お
、
金
融
機
関
の
融
資
は
、
本
来
各
金
融
機
関
の
自
主
的
な
経
営
判
断
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の 

 

で
あ
る
が
、
金
融
機
関
の
業
務
の
公
共
性
と
土
地
問
題
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
行
政
指
導
と
し
て
の
総
量
規 

 

制
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
総
量
規
制
の
性
格
及
び
政
策
の
機
動
性
・
弾
力
性
の
確
保
の 

 

必
要
性
に
か
ん
が
み
、
ト
リ
ガ
ー
方
式
に
つ
い
て
は
、
行
政
指
導
上
の
指
針
と
し
て
運
用
し
て
ま
い
る
所
存
で 

 

あ
る
。 

具
体
的
に
は
、
前
年
同
月
比
で
み
た
金
融
機
関
の
不
動
産
業
向
け
貸
出
し
の
伸
び
と
総
貸
出
し
の
伸
び
を
比
較 

 

し
て
、
二
箇
月
以
上
連
続
し
て
前
者
が
後
者
を
三
パ
ー
セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
以
上
上
回
っ
た
場
合
、
金
融
界
に
対 

 

し
注
意
を
喚
起
し
、
さ
ら
に
二
箇
月
以
上
連
続
し
て
前
者
が
後
者
を
五
パ
ー
セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
以
上
上
回
っ
た 

 

場
合
に
は
、
金
融
経
済
情
勢
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
つ
つ
、
総
量
規
制
を
導
入
す
る
体
制
を
整
え
る
と
い
う
も 

 

の
で
あ
る
。 

八 

 



九
に
つ
い
て 

金
融
機
関
の
土
地
担
保
融
資
に
つ
い
て
、
先
般
、
総
量
規
制
を
平
成
三
年
末
を
も
っ
て
解
除
す
る
こ
と
と
し 

 

た
こ
と
に
伴
い
発
出
し
た
通
達
に
お
い
て
、
担
保
と
な
る
不
動
産
の
価
格
を
把
握
す
る
に
際
し
、
時
価
に
偏
重 

 

す
る
こ
と
な
く
価
格
の
妥
当
性
を
十
分
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
と
も
に
、
適
正
な
掛
け
目
に
基
づ
い
て
担
保
権
を
設 

 

定
す
る
等
不
動
産
担
保
評
価
の
厳
正
化
に
努
め
る
こ
と
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
土
地
政
策
の
的
確
な
実
施
の
た
め
に
は
、
土
地
情
報
を
総
合
的
に
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

現
在
、
学
識
経
験
者
に
よ
る
検
討
を
踏
ま
え
、
土
地
情
報
の
収
集
・
整
備
・
管
理
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討 

 

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
土
地
情
報
の
総
合
的
整
備
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 

今
後
と
も
、
よ
り
構
造
的
か
つ
総
合
的
な
土
地
対
策
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
お 

 

り
、
監
視
区
域
制
度
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
厳
正
か
つ
的
確
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
、
関
係
地
方
公
共
団 

 

体
を
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

九 

 



十
一
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

監
視
区
域
に
お
い
て
、
平
成
二
年
中
に
届
出
を
受
理
し
た
件
数
及
び
同
年
中
に
勧
告
を
行
っ
た
件
数
に
つ
い 

 

て
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
勧
告
を
受
け
た
者
が
勧
告
に
従
わ
ず
そ
の
旨
の
公
表
が
行
わ 

 

れ
た
も
の
は
な
い
。 

監
視
区
域
の
指
定
等
具
体
的
な
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
精
通
し
た
都
道
府
県
知
事
等
に 

 

ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
地
価
の
上
昇
が
全
国
的
に
波
及
し
て
い
く
状
況
を
踏
ま
え
、
一
年
間 

 

の
地
価
上
昇
率
が
一
定
率
に
な
っ
た
地
域
に
つ
い
て
は
早
急
に
指
定
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
「
監
視
区
域 

 

ま
た
、
監
視
区
域
に
お
い
て
は
、
平
成
二
年
中
に
届
出
を
処
理
し
た
件
数
の
約
四
割
に
つ
い
て
価
格
の
引
下 

 

げ
等
の
指
導
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
地
価
の
沈
静
化
に
大
き
な
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ 

 

る
。 

一
〇 

 



         

制
度
の
運
用
指
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
年
六
月
十
一
日
国
土
庁
土
地
局
長
通
達
）
を
発
出
し
、
制
度
の
よ
り
厳 

 

正
か
つ
的
確
な
運
用
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一
一 

 



別
表
一 

         

全
国
銀
行
の
不
動
産
業
向
け
貸
出
残
高
と
地
価
の
推
移
（
昭
和
六
二
年
七
月
～
平
成
三
年
九
月
） 一

二 

 



       

（
注
） 

一
．
全
国
銀
行
と
は
都
市
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
信
託
銀
行
、
地
方
銀
行
、
及
び
第
二
地
方
銀
行
協
会
加
盟
行
を
い
う
。 

二.
貸
出
残
高
は
、
各
月
末
時
点
の
も
の
で
あ
る
。 

三.
都
道
府
県
地
価
調
査
は
、
各
年
の
七
月
一
日
時
点
の
も
の
で
あ
る
。 

四.

公
示
地
価
は
、
各
年
の
一
月
一
日
時
点
の
も
の
で
あ
る
。 

一
三 

 



別
表
二 

         

平
成
二
年
中
の
都
道
府
県
別
監
視
区
域
に
お
け
る
届
出
件
数
及
び
勧
告
件
数 

一
四 

 



           

一
五 

 



           

一
六 

 



           

一
七 

 




